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（仮称）深谷市立こども館について 
 

１ 概要 
子育て支援の取り組みのさらなる発展と子育て環境のより一層の充実を目指し、本

市に設置されていなかった屋内型の子どもの遊び場を「（仮称）深谷市立こども館」と

して整備することにより、子どもたちが安心して遊びながら保護者も含めた交流がで

きる場を新たに設けます。 
 

２ 建設場所 
仲町５３６－１ほか６筆及び水路敷（旧深谷市産業会館跡地） 
 

３ 建設規模 
約３，１００㎡ 
 

４ 施設の特⾧ 
 ・広い「プレイホール」（７７０㎡） 

  赤ちゃんコート（８０㎡）、キッズコート（８０㎡）、フードコート（８０㎡）が隣接。 

  ⇒一体として、１，０１０㎡ 

 ・体育館のような「わんぱくアリーナ」（５００㎡） 

 ・他の児童館にはない機能「スプラッシュテラス」（１１０㎡） 

 

５ 必要諸室 
 

室名 機能 備考 

プレイホール 子どもが自由にのびのびと遊ぶことができる空間を確保

し、室内遊具を設置します。 

また、トランプや将棋、ボードゲームなどで遊べるスペー

スや飲食することのできるスペースを一部確保します。 

共用可 

赤ちゃんコート プレイホールに隣接する場所に０歳から２歳までの未就

学児とその保護者が室内遊具や玩具で遊ぶことができるス

ペースを確保します。 

 

キッズコート プレイホールに隣接する場所に３歳以上の児童とその保

護者が室内遊具や玩具で遊ぶことができるスペースを確保

します。 

 

フードコート 自動販売機を設置し、子どもや保護者が飲食することので

きるスペースを確保します。 

 

その他資料 
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わんぱくアリー

ナ 

 

子どもの体力増進のために使用します。子どもと保護者が

いつでも自由に遊ぶことができる十分なスペースを確保し

ます。 

共用可 

図書室 子どもが自由に絵本や紙芝居、読み聞かせ、その他児童書

を読むためのスペースを確保します。 

 

自習室 子どもが静かな空間で自主学習をするためのスペースを

確保します。 

 

音楽室 防音の部屋で子どもが歌を歌ったり、楽器を演奏するなど

音楽を楽しんだり、ダンスを楽しむためのスペースを確保し

ます。 

共用可 

スプラッシュテ

ラス 

子どもが水遊びをしたり、親子で休憩することができるス

ペースを確保します。 

共用可 

集会室 会議や集会を行うことができ、子どものためのビデオ上映

などに利用できるスペースを確保します。 

共用可 

創作活動室 工作、ぬり絵などを子ども、親子で楽しむことができるス

ペースを確保します。 

また、調理器具を設置し、食育などの事業に利用できるス

ペースを設置します。 

 

相談室 保護者が育児や子どもの成⾧全般についての相談をした

り、子どもが悩み事などを相談できるスペースを設置しま

す。 

 

トイレ 職員、利用者が使用できるトイレを設置します。また、乳

幼児をはじめ子どもが使いやすい機能を備えたトイレを設

置します。男女ともベビーキープを設置します。 

 

多目的トイレ 全ての利用者にとって使いやすいバリアフリー、オストメ

イトに配慮したトイレを設置します。 

 

授乳室 授乳しやすい設備を備え、プライバシーに配慮したスペー

スを設置します。 

 

おむつ交換室 おむつ交換するために、交換しやすい設備を備えたスペー

スを設置します。 

 

エントランスホ

ール 

来館者の待合せができる場、子育て支援情報等を発信でき

る場を設置します。 

ベビーカー等の利用に配慮した十分な広さを確保します。 

 

事務室 職員が施設管理や事業運営などの事務を行うため、職員規

模に応じた十分なスペースを確保します。 

また、職員用の準備室を確保します。 

 

その他 受付スペース、更衣室、給湯室、倉庫、清掃スタッフ用管

理室、機械室、洗濯乾燥室、ベビーカー置き場等 

 

 

 


